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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁フィルムの少なくとも一方の面に、銅を含有する配線パターンが形成され、該配線
パターンの上に配線パターンの端子部分が露出するように絶縁性樹脂被覆層が形成されて
なる配線基板であり、該配線基板が下記の（Ａ）の構成を有すると共に、（Ｂ）、（C）
および（D）よりなる群から選ばれる少なくとも一種の構成を有することを特徴とする耐
折性に優れた配線基板；
　（A）　後方散乱電子線回折解析装置(EBSP)を用いて測定した、上記配線パターンを形
成する銅粒子の平均結晶粒子径が０．６５～０．８５μｍの範囲内にあり、配線パターン
を形成する銅粒子の結晶粒子中における０．１μｍ未満の銅結晶粒子の占める容積比率が
１％以下であり、且つEBSPを用いて測定した該配線パターンのリードの長手方向に[１０
０]配向している銅結晶粒子が１０～２０容積％の範囲内の量で含有される；
　（B）　上記絶縁フィルムが、抗張力が４５０～６００MPaの範囲内にあり、ヤング率が
８５００～９５００MPaの範囲内にあるポリイミドフィルムから形成されている；
　（C)　上記絶縁フィルムが、厚さ１０～３０μmのポリイミドフィルムから形成されて
いる；
　（D）　上記配線パターン上に形成される絶縁性樹脂被覆層が、絶縁パターンの厚さに
対して５０～１５０％の厚さを有する。
【請求項２】
　上記配線基板は、０．１～５．０mmの曲率半径で、９０～１８０度折り曲げて使用する
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ものであることを特徴とする請求項第１項記載の配線基板。
【請求項３】
　上記配線基板を構成する配線パターンに含まれる銅結晶粒子のうち、９５個数％以上が
３μm以下の粒子径を有することを特徴とする請求項第１項記載の配線基板。
【請求項４】
　上記絶縁フィルムが、テトラカルボン酸二無水物成分としてビフェニルテトラカルボン
酸二無水物を用いて形成されたポリイミドフィルムであることを特徴とする請求項第１項
記載の配線基板。
【請求項５】
　上記（D）配線パターンの上に形成される絶縁性樹脂被覆層が、配線パターンの厚さに
対して、１０１～１５０％の厚さを有することを特徴とする請求項第１項記載の配線基板
。
【請求項６】
　上記配線パターンのインナーリード部のピッチ幅が３５μm以下であることを特徴とす
る請求項第１項記載の配線基板。
【請求項７】
　上記請求項第１項乃至第６項のいずれかの項記載の配線基板に、電子部品が実装されて
いることを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐折性に優れた配線基板および半導体装置に関する。さらに詳しくは本発明
は、配線基板に半導体チップを搭載した半導体装置を電子機器に組み入れる際に、配線基
板を折り曲げて使用しても断線が生じにくいあるいは電子機器を使用中に振動などによる
繰り返し応力を受ける配線パターンの断線が生じにくい配線基板および半導体装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置、PDPなどの表示装置を駆動させるために半導体チップが使用されている
。このような半導体チップは、絶縁フィルムの表面に配線パターンが形成された配線基板
に実装して電子装置に組み込まれる。電子装置には上記のような半導体チップを高密度で
搭載する必要があり、上記のような配線基板に半導体チップを実装して、この配線基板を
折り曲げて電子部品に搭載することが多くなっている。このように配線基板を折り曲げて
使用すると、たとえば、ACF（異方導電膜）を用いて配線基板とパネルなどの外部電子部
品とを接続する場合、使用中に配線基板のソルダーレジスト等の絶縁性樹脂保護膜縁部と
ACF縁部との間であるいは接続端子付近で断線が発生しにくく、配線パターンが断線し易
くなる。
【０００３】
　このように折り曲げて使用する配線基板に形成される配線パターンを形成するために、
特許文献１（特開2006-117977号公報）に記載されているような「最終圧延後に焼鈍され
た状態の銅箔の断面組織において、銅箔の両表面を板厚方向に貫通した結晶粒の断面面積
率が４０％以上であることを特徴とする耐屈曲性に優れた圧延銅箔。」を用いて製造され
た配線パターンが形成されたフレキシブルプリント配線板が耐屈折性が優れていることが
開示されている。
【０００４】
　しかしながら、上記のような圧延銅箔は、電解銅箔と比べて価格が高いので、圧延銅箔
を使用したのでは液晶表示装置などの電子製品の低価格化に対応できない。
　この点、電解銅箔は圧延銅箔よりも安価であり、電子機器のコストダウンのためには電
解銅箔を使用することが好ましい。
【０００５】
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　例えば特開平8-335607号公報（特許文献２）には、熱処理後の引っ張り強さが２０～３
０kgf/ｍｍ2で曲げ弾性係数が3000～5000 kgf/ｍｍ2である金属箔（主として電解銅箔）
を用いて、接着剤を用いずにベースフィルムと積層した１層配線TCPの発明が開示されて
いる。
【０００６】
　このように薄い銅箔を用いて形成される配線基板を折り曲げて使用する場合には、配線
基板に繰り返しの曲げ応力、剪断応力ねじり応力その他の各種の応力がかかり続けること
になり、折り曲げ部、ACF縁部付近や接続端子部付近に断線が生じやすい。特に、配線パ
ターンのインナーリード部のピッチ幅が３５μmよりも狭い配線パターンを形成した場合
には、配線パターンを形成する電解銅箔も薄くなるので、断線が発生しやすくなる。
【０００７】
　このように形成する配線パターンの配線幅が次第に狭くなると使用する導電性金属層の
厚さは薄くしなければならないが、得られた配線パターンの耐折性は高くしなければなら
ない。すなわち、最近の高密度化された配線基板に要求される特性は、折り曲げて使用さ
れる配線パターンにとってみると、耐折性を低下させると考えられていた要素であり、配
線基板の高密度化と、配線パターンの耐折性の向上とは、相対する要素であり、両者を同
時に満足させることは極めて困難である。さらに、これに加えて低コスト化の要請も強く
、従来から知られている技術ではこれらの相対する要件を充足する配線基板を製造するこ
とはできなかった。
【０００８】
　なお、特開2005-153357号公報（特許文献３）には、金属箔付き樹脂フィルムの発明が
開示されており、この金属箔のシャイニー面から金属箔全体の厚みの１／２深さまでの断
面領域におけるEBSD法に基づく結晶粒径（円相当として算定した直径に面積比を乗じた値
の和）１．０μm以上の結晶粒子の割合が１～６０面積％であると記載されている。この
特許文献３に開示されている発明は、銅箔の表面に生ずる経時的な変化をEBSD法により短
時間で測定して、迅速に銅箔の表面状態を測定して、最適な銅箔の選定を行うものである
。従って、銅箔自体の結晶状態と耐折性との関連に関してはこの特許文献３には記載され
ていない。
【特許文献１】特開2006-117977号公報
【特許文献２】特開平8-335607号公報
【特許文献３】特開2005-153357号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、非常に高密度に配線パターンが形成されており、且つこの配線パターンが優
れた耐折性を有する配線基板および半導体装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、絶縁フィルムの少なくとも一方の面に、銅を含有する配線パターンが形成さ
れ、該配線パターンの上に配線パターンの端子部分が露出するように絶縁性樹脂被覆層が
形成されてなる配線基板であり、該配線基板が下記の（Ａ）、（Ｂ）、（C）および（D）
よりなる群から選ばれる少なくとも一種の構成を有することを特徴とする耐折性に優れた
配線基板である。
【００１１】
　（A）　後方散乱電子線回折解析装置(EBSP)を用いて測定した、上記配線パターンを形
成する銅粒子の平均結晶粒子径が０．６５～０．８５μｍの範囲内にあり、配線パターン
を形成する銅粒子の結晶粒子中における１．０μｍ未満の銅結晶粒子の占める容積比率が
１％以下であり、且つEBSPを用いて測定した該配線パターンのリードの長手方向に[１０
０]配向している銅結晶粒子が１０～２０容積％の範囲内の量で含有される。
【００１２】
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　（B）　上記絶縁フィルムが、抗張力が４５０～６００MPaの範囲内にあり、ヤング率が
８５００～９５００MPaの範囲内にあるポリイミドフィルムから形成されている。
　（C)　上記絶縁フィルムが、厚さ１０～３０μmのポリイミドフィルムから形成されて
いる。
【００１３】
　（D）　上記配線パターン上に形成される絶縁性樹脂被覆層が、絶縁フィルムの厚さに
対して５０～１５０％の厚さを有する。
　本発明の配線基板は、通常は０．１～５mm、好ましくは０．３～３mmの曲率半径で、９
０～１８０度折り曲げて使用しても、配線に断線などが発生しない。
【００１４】
　また、本発明は上記のような配線基板に半導体チップのような電子部品が実装されるこ
とを特等とする半導体装置である。
【発明の効果】
【００１５】
　上述のように、たとえば液晶表示装置、PDPなどの表示装置を駆動させるための半導体
チップを搭載した配線基板は、折り曲げて使用されることが多い。他方、半導体チップの
高密度化などに伴い、半導体チップを実装する配線基板では配線パターンのピッチ幅が極
端に狭くなってきており、絶縁フィルムと配線パターンとの密着性を高く保つことが非常
に難しくなってきている。
【００１６】
　本発明によれば、折り曲げて使用する配線基板において、折り曲げた際に配線パターン
が絶縁フィルムから遊離することがなく、長期間折り曲げた状態で使用されても配線パタ
ーンに断線が発生しにくい。すなわち、本発明の配線基板によれば、配線パターンを形成
する導電性金属である銅の結晶状態を一定の状態にすることにより、配線パターンの耐折
性を向上させることができる。また、本発明では表面に配線パターンが形成されている絶
縁フィルムとして所定の特性を有するポリイミドフィルムを使用することにより、特に上
記のような特性を有する配線パターンと協同して、非常に高い耐折性が発現する。さらに
、配線基板の耐折性に関しては、本来配線パターンの表面を保護するために用いられる樹
脂被覆層（＝ソルダーレジスト層またはカバーレイ）の厚さを調整することにより、配線
基板自体の耐折性が著しく改善される。
【００１７】
　上記のような配線パターンを構成する銅の結晶性を改善することにより、また、配線パ
ターンを保持するための絶縁フィルムの特性を改善することにより、さらには、配線パタ
ーンを保護するために敷設されていたソルダーレジスト層などの厚さを変えることにより
、この配線基板の耐折性が著しく改善される。上記のような特性の改善は単独であっても
有効であるが、二つ以上の改善策を組み合わせることによる耐折性の改善効果は個々の耐
折性を足し合わせた作用効果を遥かに上回る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　次に本発明の耐折性に優れた配線基板について、図面を参照しながら具体的に説明する
。
　図１は、本発明の配線基板の例を模式的に示す断面図である。
【００１９】
　本発明の配線基板10は、図１に示すように、絶縁性基板11の少なくとも一方の面に配線
パターン13が形成されており、この配線パターン13には、半導体チップ20に外部からの信
号を入力する入力側アウターリード15a、この信号を半導体チップ20に入力するための入
力側インナーリード15b、半導体チップ20に入力された信号を変換して出力する出力側イ
ンナーリード15c、この信号を外部の装置に伝達するための出力側アウターリード15dを有
している。上記のような入力側アウターリード15a、入力側インナーリード15b、出力側イ
ンナーリード15c、出力側アウターリード15dは、半導体チップ20あるいは外部の部材との
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線パターンを保護するために、配線パターンの上に樹脂被覆層17形成されている。このよ
うな樹脂被覆層17としては、ソルダーレジスト層、カバーレイなどがある。
【００２０】
　本発明の配線基板においては、通常の場合、この配線基板10はフレキシブルで、例えば
出力側インナーリード15cと出力側アウターリード15dとの間に折り曲げ部16を有しており
、この折り曲げ部16において、本発明の配線基板10は、通常は曲率半径R＝０．１～５．
０mmで、９０～１８０度折り曲げて使用される。図１には、折り曲げ部16に特別な部材は
使用していないが、例えば折り曲げ部16の絶縁基板11にスリット（図示なし）などを形成
して、この本発明の配線基板を折り曲げ易くすることもできるし、さらに、折り曲げ部16
の部分のソルダーレジスト層を他の部分よりも高弾性の樹脂で形成してより折り曲げ易く
することもできる。
【００２１】
　本発明は、最狭部のピッチ幅が通常は５０μｍ以下、好適には２０～３５μｍ、線幅が
ボトム幅で２５μｍ以下、好適には１０～２０μｍの配線パターン13を有する配線基板で
ある場合に有用性が高い。
【００２２】
　本発明の配線基板10の耐折性を改善するために、第１に、配線基板10を形成する配線パ
ターン13の特性を改善する。
　すなわち、（A）本発明の配線基板10に形成される配線パターン13は、通常は電解銅箔
を用いて形成される。一般に使用される電解銅箔は、銅を含有する電解液中にチタンなど
で形成されたドラムを浸漬して銅の結晶粒子を、このドラムの中心から見て放射方向に析
出させるために、銅の結晶粒子は、得られる電解銅箔の長さ方向に対して垂直に成長しや
すい。折り曲げ部において配線パターンにかかる応力は、配線パターン13の厚さ方向にか
かるため、上記のような配線基板の長手方向に対して略直角に成長した銅の結晶粒子の集
合である電解銅箔を使用した場合、このような厚さ方向にかかる応力によって、電解銅箔
を形成している銅結晶粒子の粒界部分が破壊されて破断に至ることが多いので、従来から
使用されている電解銅箔では、その結晶構造あるいは粒子形状に起因して耐折性はそれほ
ど高くはできない。特に配線パターンのピッチ幅が狭くなり、充分な配線幅を確保できな
い昨今の配線基板においては、電解銅箔の構造上、耐折性の向上には限界がある。
【００２３】
　本発明の配線基板に形成されている配線パターンには、比較的粒子径の大きな銅結晶粒
子を含有させて、その比較的粒子径の大きな銅結晶粒子の占める面積比率を高くすると共
に、粒子径に小さい銅結晶粒子の占める面積を一定の範囲内に制限する。しかも、配線パ
ターンの長手方向に[１００]配向した銅結晶粒子を存在させることにより、この[１００]
配向銅結晶粒子を所定量含有させることによって、本発明の配線基板は、配線パターンの
長手方向に作用する剪断応力などの応力に対抗した耐折性を有する。すなわち、本発明の
配線基板に形成されている配線パターンにおけるＥＢＳＰを用いて測定したときの銅の平
均粒子径は０．６５～０．８５μm、好ましくは０．７～０．８μmの範囲内にあって、し
かもこの配線パターンにおいては、０．１μm未満の銅結晶粒子の占める容積比率が１．
０％以下、好ましくは０．０１～０．５％の範囲内と制限されている。以下に示す表１は
、本発明の配線基板を形成するリード部分における銅粒子の直径と、粒子の個数の例を示
した表である。
【００２４】
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【表１】

【００２５】
　上記のように、本発明の配線基板に形成されている配線パターン中には銅の結晶粒子が
含まれるが、粒子径が小さいので、配線パターン中に占める０．１μm未満の粒子の占有
容積比率は、１％以下、多くの場合０．５％以下である。
【００２６】
　そして、上記の表１からも明らかなように、この配線パターンを形成する銅粒子の平均
結晶粒子径は、０．６５～０．８５μm、好ましくは０．０７～０．８μmの範囲内にある
。このような平均結晶粒子径±０．２μmの範囲内にある粒子の個数は、粒子全体の個数
に対して通常は２０～４５個数％、好ましくは２５～４０個数％であるが、粒子径が小さ
いので、配線パターンに占める容積比率は小さくなり、通常は１０～２５容積％、好まし
くは１５～２２容積％の範囲内になる。
【００２７】
　さらに、本発明の配線基板に形成されている配線パターン13のリード部分について後方
散乱電子線回折解析装置(EBSP)を用いて測定したときに、配線パターンの長手方向に[１
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００]配向している銅結晶粒子が１０～２０容積％、好ましくは１５～２０容積％の範囲
内の量で含有される。この後方散乱電子線回折解析装置(EBSP)は、高傾斜した試料に電子
線を照射して、後方散乱して形成されるチャネリングパターンをスクリーンに取り込んで
、その照射点の結晶方向を測定する装置である。
【００２８】
　本発明の配線基板において、配線パターンあるいはリードの長手方向に沿って、[１０
０]配向した銅結晶粒子を配置することにより、配線パターンあるいはリードの厚さ方向
に整列しやすい銅結晶粒子の中に、これとは略直行する方向である配線パターンあるいは
リードの長手方向に沿って銅結晶粒子が存在することになる。この[１００]配向銅結晶粒
子によって配線パターンあるいはリードの厚さ方向に整列した銅結晶粒子が、配線パター
ンあるいはリードの長手方向に接合される。
【００２９】
　配線基板を折り曲げて使用する際に配線パターンあるいはリードには、剪断応力、曲げ
応力、ねじれ応力などがかかり、これら各種の応力によって配線パターンあるいはリード
が破断するのであるから、この剪断応力に抗しうる[１００]配向銅結晶粒子を所定の容積
比率で含有させることにより、配線パターンあるいはリードの破断を防止できる。しかも
、本発明の配線パターンあるいはリードを構成する銅結晶粒子は、平均粒子径が大きく、
かつ０．１μm未満の小さい銅結晶粒子の占める容量が少ないので、破断に至るきっかけ
となる銅結晶粒子の粒界も少ない。
【００３０】
　上記のような構成を有する電解銅箔は、例えば、ジアリルジメチルアンモニウムクロラ
イドのような環状構造を有する４級アンモニウム塩ポリマーと、3-メルカプト-1-プロパ
ンスルホン酸などの有機スルホン酸と、塩素イオンとを有する硫酸系銅電解液から銅を析
出させることにより製造することができる。なお、この場合の環状構造を有する４級アン
モニウム塩ポリマーの濃度は通常は１～５０ppmの範囲内にあり、有機スルホン酸の濃度
は通常は３～５０ppmの範囲内にあり、塩素濃度は通常は５～５０ppmの範囲内にある。ま
た、この硫酸系銅電解液の銅濃度は通常は５０～１２０g/リットルの範囲内にあり、フリ
ー硫酸濃度は、通常は６０～２５０g/リットルの範囲内にある。このような硫酸系銅電解
液の液温を２０～６０℃の範囲内、電流密度を通常は３０～９０A/dm2の範囲内に設定し
て、銅を析出させることにより本発明で使用する電解銅箔を製造することができる。上記
のような組成を有する硫酸系銅電解液を用いて上記のような条件で銅を析出させると粒子
径が大きく、しかも長手方向に［１００］配向した銅結晶粒子を所定の割合で含有する電
解銅箔を製造することができる。
【００３１】
　このようにして形成された電解銅箔には、銅の析出が開始される析出開始面（S面）と
、銅の析出が終了する析出終了面（M面）とがあり、本発明ではいずれの面に対してもポ
リイミド層などの絶縁性基板を配置することができる。
【００３２】
　例えば電解銅箔のＭ面にポリイミド層を積層する場合、電解銅箔を表面処理した後にポ
リイミド層を積層することが好ましい。ここで表面処理の例としては、電解銅箔の例えば
Ｍ面に、銅微細粒子を析出付着させる所謂やけメッキ処理および付着した銅微細粒子を固
定するかぶせメッキ処理からなる粗化処理、防錆処理、並びに、カップリング剤処理など
を挙げることができる。
【００３３】
　このうち粗化処理は、やけメッキ処理とかぶせメッキ処理とからなり、やけメッキ処理
は、銅濃度が５～２０ｇ/リットル程度、フリー硫酸濃度が５０～２００ｇ/リットル程度
の銅濃度の低いメッキ液を用い、添加剤として例えばα-ナフトキノン、デキストリン、
膠、チオ尿素などを用いて、通常は、液温１５～４０℃、電流密度１０～５０A/dm2の条
件で電解銅箔のＭ面に銅の微細粒子を付着させる処理である。また、かぶせメッキ処理は
、上記のようにして付着した銅の微細粒子を電解銅箔のＭ面に固定する処理であり、通常
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は銅濃度５０～８０ｇ/リットル程度、フリー硫酸濃度５０～１５０g/リットル程度の銅
メッキ液を用いて、液温４０～５０℃、電流密度１０～５０A/dm2の条件で銅の微細粒子
が付着した電解銅箔の析出面を銅メッキ層で覆う処理である。
【００３４】
　例えば上記のようにして形成された電解銅箔の少なくとも一方の面に絶縁フィルムを配
置して基材フィルムを形成し、この基材フィルムの電解銅箔層を選択的にエッチングする
ことにより配線パターンを形成することができる。
【００３５】
　また、本発明では、配線基板の耐折性を向上させるために、（B）絶縁フィルムの抗張
力およびヤング率を特定の範囲にする。本発明の配線基板を構成する絶縁フィルムとして
は、通常はポリイミドフィルムを使用する。
【００３６】
　そして、本発明で絶縁フィルムとして使用するポリイミド層の抗張力が４５０～６００
MPa、好ましくは５００～６００MPaの範囲内にあり、かつヤング率が８５００～９５００
MPa、好ましくは８８００～９２００MPaの範囲内にすることにより、本発明の配線基板に
おける折り曲げ部16の部分で配線パターンが断線するのを有効に防止することができる。
すなわち、ポリイミド層の抗張力およびヤング率を上記の範囲内にすることにより、折り
曲げ部16の配線パターンにかかる曲げ応力の少なくとも一部をポリイミド層に負担させる
ことができるので、折り曲げ部16における配線パターンの負担を軽減することができ、本
発明の配線基板の耐折性が向上する。
【００３７】
　このように絶縁フィルムであるポリイミド層の抗張力及びヤング率を上記の特定の範囲
内にするために、本発明ではポリイミドを形成する芳香属テトラカルボン酸二無水物成分
として、ビフェニルテトラカルボン酸二無水物またはその誘導体を用いることが好ましい
。すなわち、本発明で絶縁フィルムとして使用するポリイミドは、芳香族ジアミン成分と
芳香族テトラカルボン酸二無水物成分との反応により得られるが、このときに原料として
使用される芳香族テトラカルボン酸二無水物成分として、ピロメリット酸二無水物のよう
な芳香族環を１個有する単環の酸二無水物よりも、ビフェニルテトラカルボン酸二無水物
のように、芳香族環を複数有する酸無水物を用いたほうが得られるポリイミドの抗張力お
よびヤング率を高くすることができる。従って、本発明で絶縁フィルムとして上記のよう
な高抗張力および高ヤング率を有するポリイミドフィルムを使用する場合には、原料とし
て使用する芳香族テトラカルボン酸二無水物成分としてビフェニルテトラカルボン酸二無
水物およびその誘導体を使用することが望ましい。
【００３８】
　上記のような抗張力およびヤング率を有するポリイミドフォルムと銅層との積層体（基
材フィルム）は、たとえば、上記特性を有するポリイミドフィルムを予め製造し、このポ
リイミドフィルムの表面にNiおよび／またはCrなどの金属からなる層を、例えばスパッタ
リングなどによって形成し、この金属層の表面にCuを析出させることにより形成すること
ができる。このCｕの析出は、気相または液相で行うことができる。
【００３９】
　また、本発明では、上記のような抗張力及びヤング率を有するポリイミドフィルムと銅
箔とをラミネートすることによっても基材フィルムを形成することができる。また上記の
ようなポリイミドを形成可能なポリイミド前駆体を銅箔の表面に流延したのち加熱硬化す
ることにより基材フィルムを形成することができる。この場合の加熱硬化温度は、通常は
１００～３５０℃であり、加熱硬化時間は通常は０．５～２４時間である。
【００４０】
　このようなポリイミドおよびポリイミドと銅箔とからなる基材フィルムは、たとえば特
開2000-244063号公報、特開2000-208563号公報などの記載に基づいて製造することができ
る。
【００４１】
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　本発明の配線基板においては、（C）絶縁フィルムをポリイミドフィルムで形成し、こ
のポリイミドフィルムの厚さを１０～３０μm、好ましくは２２～２８μm、さらに好まし
くは２３～２６μmにすることにより、本発明の配線基板の耐折性が向上する。すなわち
、一般に可撓性を有する配線基板では、通常は３０μm以上の厚さを有するポリイミドフ
ィルムを絶縁フィルムとして使用しているが、本発明ではこのように通常絶縁フィルムと
して使用されているポリイミドよりもさらに薄いポリイミドフィルムを使用することによ
り、ポリイミドフィルムを曲げることによりポリイミドフィルム自体から生ずる応力が小
さくなり、結果として本発明の配線基板は高い耐折性を有するようになる。
【００４２】
　このようなアウターリードのパターン部について、MIT試験装置を用いて、屈曲半径０
．８mm、屈曲角度±１３５度、屈曲速度１７５rpm、荷重１００gf/10mmの条件で耐折性試
験を行うと、厚いポリイミドフィルムを用いた場合の２～１０倍の耐折性を示す。
【００４３】
　さらに本発明の配線基板においては、（D）上記のような基材フィルムの銅箔を選択的
にエッチングすることにより形成された配線パターンを覆うように形成される絶縁性樹脂
被覆層17（＝ソルダーレジスト層またはカバーレイ）の厚さを、通常の場合よりも厚く形
成することにより、折り曲げ部16における配線パターンの破断を防止することができる。
【００４４】
　すなわち、本発明のような配線基板、特に可撓性を有する配線基板を形成する場合、接
続端子となる入力側アウターリード15a、入力側インナーリード15b、出力側インナーリー
ド15cおよび出力側アウターリード15dは、半導体チップ20あるいは外部の電子部品と接続
する端子として使用されるので、導電性金属が露出している必要があるが、これ以外の部
分は、配線パターン13を保護するために絶縁性樹脂被覆層17で被覆するのが一般的である
。このような絶縁性樹脂被覆層17として、ソルダーレジスト層、カバーレイなどがある。
このような絶縁性樹脂被覆層17であるソルダーレジスト層あるいはカバーレイは、保護し
ようとする配線パターン13の厚さに対して、所定の比率の厚さを有しているが、本発明の
配線基板では保護しようとするポリイミドフィルムなどの絶縁性基材11の厚さに対して５
０～１５０％、好ましくは１０１～１５０％、さらに好ましくは１０５～１４０％の範囲
内の厚さを有している。
【００４５】
　ところが、実際に配線パターン13の表面に形成される絶縁性樹脂被覆層の厚さを配線パ
ターン13の厚さに対して上記所定の範囲内にすることにより、本発明の配線基板に形成さ
れた配線パターン13が折り曲げ部16で断線するのを有効に防止できる。そして、このよう
な厚さの絶縁樹脂被覆層17を形成したとしても、本発明の配線基板の有する優れた可撓性
が損なわれることがなく、逆に導電性金属から形成されている配線パターン13が折り曲げ
部16で折り曲げて使用された場合この絶縁性樹脂被覆層17が、折り曲げ部16の配線パター
ンの強度を補完して、折り曲げ部16での配線パターン13の断線を防止することができる。
【００４６】
　上記（A）、（B）、（C）および（D）に掲げた構成は単独で採用しても、折り曲げ部16
における配線パターン13の断線を防止することができるが、上記掲げた構成を組み併せて
採用することにより、単独の構成で達成される作用効果を単に加算した作用効果からは想
定することができないほどの大変優れた作用効果が発現する。従って、本発明を実施する
に際しては、上記（A）～（D）に記載した方法を2種以上組み合わせて実施することが好
ましい。たとえば、（A）と（B）との組み合わせ、（A）と（C）との組み合わせ、（A）
と（D）との組み合わせ、（B）と（C）との組み合わせ、（B）と（D）との組み合わせ、
（C）と（D）との組み合わせなどのほかに任意の3種類以上の組み合わせが好ましく、さ
らに（A）、(B)、(C)、(D)のすべてを組み合わせることによって、折り曲げ部16において
配線パターンの破断が極めて発生しにくい配線基板を形成することもできる。
【００４７】
　このようにして得られる本発明のプリント配線基板は、極めて高い耐折性を有しており
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、配線基板の耐折性を試験するために一般化されているMIT試験（条件；ソルダーレジス
ト部18：屈曲半径０．８mm、屈曲角度±１３５度、屈曲速度１７５rpm、荷重１００gf/10
mm）により求めた耐折性試験結果によれば、本願発明の構成を採用しない配線間において
は、MITによる耐折性試験により破断に至る回数が１００回に満たないものが大半である
のに対して、本願発明によれば、耐折回数が通常の場合１２０回を超えるのが一般的であ
り、多くの場合１３０回以上である。MIT試験の結果が１２０回を超える、好ましくは１
３０回を超える配線基板を使用すると、半導体チップを搭載して実際に電子装置に折り曲
げて組み込んで長期間の使用をしても配線パターン13における小さい繰り返し応力のかか
る配線に破断が生じない。
【００４８】
　本発明の配線基板10は、上記のような構成を有するものであり、上記のような配線パタ
ーンを形成する銅層と絶縁性基板とは、任意の方法で形成することができる。たとえば、
メタライジング法、キャスティング法またはラミネート法などの方法により、絶縁性基板
の少なくとも一方の表面に銅層を有する基材フィルムを形成することができる。
【００４９】
　上記のようにして形成された銅層の表面に感光性樹脂を塗布して７０～１３０℃で１～
１０分間キュアーして感光性樹脂層を形成し、この感光性樹脂層に所望のパターンに露光
・現像することにより感光性樹脂の硬化体からなるパターンを形成する。こうして形成さ
れたパターンをマスキング材として、銅層を選択的にエッチングすることにより、銅から
なる配線パターンを形成することができる。
【００５０】
　このような選択的エッチングにより、配線パターンを形成した後、マスキング材として
使用した感光性樹脂硬化体からなるパターンをアルカリ洗浄などにより除去する。
　このようにして形成された配線パターンの表面に端子部分が露出するように樹脂被覆層
を形成する。ソルダーレジストを塗布する場合の温度は通常は１００～１８０℃であり、
この温度で３０～３００分間処理される。その後、端子部にメッキ後、通常は８０～２０
０℃で２０～１８０分間処理される。
　上記のようにして製造された配線基板は、たとえば電解銅箔とポリイミドフィルムとを
ラミネートする際、銅箔にポリイミド前駆体を流延して加熱硬化させる際、配線パターン
にソルダーレジスト層を形成する際などの工程で、銅の再結晶温度（通常は２００～２５
０℃）付近にまで加熱されることがあるが、上述のような銅粒子の特性は、配線パターン
に形成されたのちの銅の特性を示すものである。
【００５１】
　例えば上記のようにして製造された本発明の配線基板は、非常に優れた耐折性を示し、
長期間折り曲げて使用しても配線パターンの断線が極めて発生しにくい。
　このような配線基板を用いて、半導体チップをボンディング後、樹脂封止することによ
り耐折性に優れた配線パターンを有する半導体装置が得られる。このような半導体装置は
例えば液晶パネル基板に折り曲げて接続される。
【実施例】
【００５２】
　次に本発明の配線基板について実施例を示して本発明を詳細に説明するが、本発明はこ
れらによって限定されるものではない。
〔実施例１〕
　まず、銅濃度８０ｇ／リットル、フリー硫酸濃度１４０ｇ／リットル、1,3-メルカプト
-1-プロパンスルホン酸濃度４ppm、ジアリルジメチルアンモニウムクロライド（センカ（
株）製、商品名：ユニセンスFPA100L）３ppm、塩素濃度１０ppmの硫酸系銅電解液を用い
て、液温５０℃、電流密度６０Ａ／dm2の条件でドラム状の電極に厚さ１２μｍの厚さで
銅を析出させることにより電解銅箔を製造した。この電解銅箔のM面にやけメッキ処理、
かぶせメッキ処理からなる粗化処理を行って、M面の表面粗度（Rz）を１．５μｍに調節
した。
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【００５３】
　この電解銅のM面にポリイミド樹脂前駆体を塗布し、３５０℃に６０分間加熱して、厚
さ３８μmのポリイミドフィルムに、厚さ１５μmの電解銅箔が積層された基材フィルムを
製造した。
【００５４】
　この基材フィルムを全面エッチング(ハーフエッチング)して銅厚を８μmにした後、電
解銅箔層の表面に感光性樹脂層を形成し、この感光性樹脂層を露光・現像することにより
、パターンを形成した。
【００５５】
　こうして得られたパターンをマスキング材として、エッチング液を用いて電解銅箔層を
選択的にエッチングすることにより、インナーリードの配線ピッチ幅３０μm、線幅１５
μmの配線パターンを形成した。
【００５６】
　マスキング材として使用した感光性樹脂からなるパターンをアルカリ洗浄除去した後、
インナーリードおよびアウターリードが露出するようにソルダーレジストを塗布し、１３
０℃に加熱して硬化させて厚さ１０μmのソルダーレジスト層を形成した。
【００５７】
　さらに、ソルダーレジスト層から露出しているインナーリードおよびアウターリードの
表面に厚さ０．４５μmの錫メッキ層を形成し、１２０℃に、２時間保持して本発明の配
線基板を得た。
【００５８】
　上記のようにして形成した配線パターンについて、後方散乱電子線回折分析装置（EBSP
；OXFORD, INST製、INCA Crystal 300）を用いて測定した平均結晶粒子径は０．７μmで
あり、粒子径１μm未満の粒子の占める容積含有率は２３％であり、長さ方向に測定した
ときの銅結晶粒子の［１００］配向している銅結晶粒子が１６容積％である。なお、形成
した配線パターンには、基材フィルムの長手方向に平行な多数の配線が形成されており、
上記EBSPにより銅結晶粒子の[１００]配向方向と一致する。
【００５９】
　得られた配線基板について、折り曲げ位置をソルダーレジスト部中央部としてMIT試験
装置を用いて、屈曲半径０．８mm、屈曲角度±１３５度、屈曲速度１７５rpm、荷重１０
０gf/10mmの条件で耐折性試験を行った結果、この配線基板の耐折性は１３０回であった
。
〔比較例１〕
　実施例１において、基材フィルムを形成する電解銅箔として、市販の厚さ１２μmの電
解銅箔（三井金属鉱業（株）製、VLP箔）を使用した以外は実施例１と同様にして基材フ
ィルムを製造し、この基材フィルムを用いて同様にして配線基板を製造した。
【００６０】
　なお、ここで得られた配線パターンについて、EBSPを用いて測定した平均結晶粒子径は
０．４μmであり、１μm未満の粒子の占める容積含有率が７２％であり、長さ方向に測定
したときの銅結晶粒子の［１００］配向している銅結晶粒子が９．４容積％であった。
【００６１】
　得られた配線基板について、MIT試験装置を用いて実施例１と同様にして耐折性試験を
行った結果、この配線基板の耐折性は５０回であった。
　上記実施例１と比較例１との対比から、実施例１で使用した所定量の銅結晶粒子が[１
００]配向した電解銅箔を使用することにより、得られた配線基板の耐折性が大幅に改善
される。
〔参考例１～２〕
　抗張力５２０MPa、ヤング率９３００MPa、厚さ３４．２μm（参考例１）あるいは厚さ
３４．０μm（参考例２）のポリイミドフィルムの表面にスパッタリングによりCrおよびN
iからなる基材金属層を形成し、この基材金属層の表面にメッキ法によりCuを析出させて



(12) JP 4224086 B2 2009.2.12

10

20

30

40

、金属層（Ni-Cr,Cuの厚さを表２に示すように形成した基材フィルムを製造した。この基
材フィルムを用いた以外は実施例１と同様にして配線基板を製造した。ここで使用したポ
リイミドフィルムは、ポリイミドを形成するテトラカルボン酸二無水物成分としてビフェ
ニルテトラカルボン酸二無水物を使用した得られたものである。
【００６２】
　得られた配線基板について、MIT試験装置を用いて実施例１と同様にして耐折性試験を
行った。結果を表２に示す。
〔比較例２～３〕
　参考例１において、ポリイミドフィルムとして、抗張力３６０MPa、ヤング率５８００M
Pa、厚さ３７．８μm（比較例２）あるいは厚さ３８．２μm（比較例３）のポリイミドフ
ィルムを積層して基材フィルムを製造した。この基材フィルムを用いた以外は実施例１と
同様にして配線基板を製造した。ここで使用したポリイミドフィルムは、ポリイミドを形
成するテトラカルボン酸二無水物成分としてピロメリット酸二無水物を使用して得られた
ものである。
【００６３】
　得られた配線基板について、MIT試験装置を用いて実施例１と同様にして耐折性試験を
行った。結果を表２に示す。
【００６４】
【表２】

【００６５】
　上記表２に示すように、絶縁層を、抗張力が４５０～６００MPaの範囲内、ヤング率が
８５００～９５００MPaの範囲内のポリイミドフィルムを使用して形成することにより、
得られた配線基板の耐折性が高くなることがわかる。
〔参考例３、比較例４〕
　市販の厚さ１５μmの電解銅箔（三井金属鉱業（株）製、VLP箔）と、抗張力３８０MPa
、ヤング率５８００MPa、厚さ２５μm（参考例３）あるいは厚さ３８μm（比較例４）の
ポリイミドフィルムを積層して基材フィルムを製造した。この基材フィルムを用いた以外
は実施例１と同様にして配線基板を製造した。ここで使用したポリイミドフィルムは、ポ
リイミドを形成するテトラカルボン酸二無水物成分としてピロメリット酸二無水物を使用
して得られたものである。
【００６６】
　得られた配線基板について、MIT試験装置を用いて実施例１と同様にして耐折性試験を
行った。
【００６７】
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【表３】

【００６８】
　上記表３に示すように、配線基板のパターン部における耐折性は、絶縁層であるポリイ
ミドフィルムの厚さを１０～３０μm、好ましくは２２～２８μmの範囲内にすることによ
り、著しく向上することがわかる。
〔参考例４〕
　抗張力５２０MPa、ヤング率９３００MPa、厚さ３４．２μmのポリイミドフィルムの表
面にスパッタリングによりCrおよびNiからなる基材金属層を形成し、この基材金属層の表
面にメッキ法によりCuを析出させて、金属層（Ni-Cr,Cu）の厚さを表４に示すように７．
６μｍ厚に形成した基材フィルムを製造した。この基材フィルムを用いた以外は実施例１
と同様にして配線パターンを形成した。ここで使用したポリイミドフィルムは、ポリイミ
ドを形成するテトラカルボン酸二無水物成分としてビフェニルテトラカルボン酸二無水物
を使用した得られたものである。
【００６９】
　こうして形成された配線パターンの厚さは、７．６μmであるので、この参考例では、
３７．５μｍ厚さのソルダーレジスト層を形成した。こうして形成されたソルダーレジス
ト層の厚さ（３７．５μｍ）は、ポリイミドフィルム厚さ（３４．２μm）に対して１１
０％ の厚さを有している。
【００７０】
　得られた配線基板について、MIT試験装置を用いて実施例１と同様にして耐折性試験を
行った。結果を表４に示す。
〔比較例５〕
　抗張力３６０MPa、ヤング率５８００MPa、厚さ３７．８μmのポリイミドフィルムの表
面にスパッタリングによりCrおよびNiからなる基材金属層を形成し、この基材金属層の表
面にメッキ法によりCuを析出させて、金属層（Ni-Cr,Cu）の厚さを表４に示すように８．
０μｍ厚に形成した基材フィルムを製造した。この基材フィルムを用いた以外は実施例１
と同様にして配線パターンを形成した。ここで使用したポリイミドフィルムは、ポリイミ
ドを形成するテトラカルボン酸二無水物成分としてピロメリット酸二無水物を使用して得
られたものである。
【００７１】
　こうして形成された配線パターンを、インナーリードおよびアウターリードが露出する
ように厚さ９．７μmのソルダーレジスト層を形成した。ここで形成されたソルダーレジ
スト層の厚さは（９．７μm）は、ポリイミドフィルム厚さ（３７．８μｍ）に対して、
２６％である。
【００７２】
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　得られた配線基板について、MIT試験装置を用いて実施例１と同様にして耐折性試験を
行った。結果を表４に示す。
【００７３】
【表４】

【００７４】
　上記表４に示すように、ソルダーレジスト層の厚さを、配線厚さに対して５０～１５０
％、好ましくは１０１～１５０％の範囲内にすることにより、本発明の配線基板は非常に
優れた耐折性を有するようになる。
〔実施例２～３および参考例５～７〕
　以下に記載する表５に示すようにして本発明の配線基板を製造した。なお、実施例２と
実施例３は実施例１と同じ電解銅箔を使用している。
【００７５】
　得られた配線基板について実施例１と同様にMIT試験装置を用いて　耐折性試験を行っ
た。結果を表５に示す。なお、表５には、参考のために比較例２で製造した配線基板の構
成および試験結果を併せて記載する。
【００７６】
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【表５】

                  



(16) JP 4224086 B2 2009.2.12

10

20

【００７７】
　上記のように、本発明で規定される要件を組み合わせることのより、より耐折性の高い
配線基板を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明の配線基板は、上記のように（Ａ）～（Ｄ）の構成を有するので、耐折性に優れ
ている。従って、本発明の配線基板を折り曲げて使用しても、配線パターンが断線しにく
い。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】図１は、本発明の配線基板の断面の例を模式的に示す図である。
【符号の説明】
【００８０】
１０・・・配線基板
１１・・・絶縁性基板
１３・・・配線パターン
15a・・・入力側アウターリード
15b・・・入力側インナーリード
15c・・・出力側インナーリード
15d・・・出力側アウターリード
１６・・・折り曲げ部
１７・・・絶縁性樹脂被覆層（＝ソルダーレジスト層、カバーレイ）
１８・・・ソルダーレジスト部（折り曲げ部１６）
２０・・・半導体チップ

【図１】



(17) JP 4224086 B2 2009.2.12

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｈ０５Ｋ   3/28    　　　Ｂ          　　　　　

(72)発明者  栗原　宏明
            東京都品川区大崎一丁目１１－１　三井金属鉱業株式会社　マイクロサーキット事業部内
(72)発明者  安井　直哉
            東京都品川区大崎一丁目１１－１　三井金属鉱業株式会社　マイクロサーキット事業部内
(72)発明者  岩田　紀明
            東京都品川区大崎一丁目１１－１　三井金属鉱業株式会社　マイクロサーキット事業部内

    審査官  千壽　哲郎

(56)参考文献  特開平０３－１６４２４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２１８４８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－１２５１３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－１９７００７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１４６８４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２０８８８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２６６１４４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０５Ｋ　　　１／０９　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２３／１２　　　　
              Ｈ０５Ｋ　　　１／０２　　　　
              Ｈ０５Ｋ　　　１／０３　　　　
              Ｈ０５Ｋ　　　３／２８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

